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平成２４年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（車両）

受付終了方法について

平成２４年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（車両）につきましては、平成２

５年３月１日にお知らせしましたとおり、予算の繰り越しにより期間を延長し、５月１５日まで申

請を受け付けることとしておりました。

しかし、現在の申請受付状況を踏まえると、５月１５日の申請期限を待たず、補助金交付申請が繰

越予算額（約３６億円）を超過する可能性があります。

このため、申請期間内であっても、予算額を超過することが明らかになった場合は、以下の方法に

より申請受付を終了致しますので御注意ください。

（１）今後、毎日、当センターのホームページにて、予算の残額を公表いたします。

（２）申請期間内であっても、補助金交付申請額が予算額を超過することが明らかになり次第、平

成２４年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の申請受付を終了いたします

（申請額が予算額を超過した場合、その日に受理された申請は、公平を期するために、全て不

交付とさせていただきます。）。

（３）なお経済産業省によれば、申請受付が終了し、平成２４年度クリーンエネルギー自動車等導

入促進対策費補助金の交付を受けられなくとも、平成２５年４月１日以降に登録された車両で

あれば、現在国会で審議中の平成２５年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

に申請が可能となる見込みです（注）。

（注）平成２５年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金に申請する場合は以下の

点にご留意ください。

①平成２４年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金と重複しての交付は受

けられません。

②平成２５年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の新しい補助スキーム

が適用されます。

以上


